
17広報こしみず

　第５回臨時会は、１１月２９日に開会し、条例改正や各会計補正予算について審議・可決し閉会しました。
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補正予算

　歳入歳出予算の総額にそれぞれ 15,027 千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 5,480,428 千円
とするものです。
　主な補正内容は次のとおりです。

▼介護保険特別会計
　【サービス事業勘定】
　歳入歳出それぞれ 335 千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 21,914 千円とするものです。

▼簡易水道特別会計
　歳入歳出それぞれ 18 千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 146,222 千円とするものです。

▼農業集落排水事業特別会計
　歳入歳出それぞれ 32 千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 130,191 千円とするものです。

▼一般会計　　

議 会 費
総 務 費
民 生 費
農林水産業費
消 防 費
教 育 費
合 計

△337千円
11,105千円
335千円
△187千円
89千円

4,022千円
15,027千円

補正科目　補 正 額　　　　    　主 な 補 正 内 容 
人事院勧告及び人事異動による給料等の補正
人事院勧告などによる給料等の補正及び情報通信基盤整備工事請負費の追加ほか
介護保険特別会計繰出金
人事院勧告及び人事異動による給料等の補正
斜里地区消防組合負担金
人事院勧告などによる給料等の補正ほか
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